
   武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画策定庁内推進本部設     

置要綱  

 

（設置）  

第１条  武蔵野市長期計画条例（平成 23年 12月武蔵野市条例第 28号）第４条

第２項に規定する策定委員会と連携して同条例第３条の新たな実行計画と

して武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画（以下「第二次調整計画」

という。）を策定するため、武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画策

定庁内推進本部（以下「本部」という。）を設置する。  

（所管事項）  

第２条  本部は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。  

 (1) 第二次調整計画の策定に係る庁内の総合調整に関する事項  

 (2) 前号に掲げるもののほか、第二次調整計画の策定について市長が必要

と認める事項  

（組織）  

第３条  本部は、別表第１に掲げる職にある者で構成し、市長が任命し、又

は委嘱する。  

（本部長及び副本部長）  

第４条  本部に本部長１人及び副本部長３人を置き、本部長は市長がこれに

あたり、副本部長は副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。  

２  本部長は、本部を統括する。  

３  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠

けたときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第５条  本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。  

（分野別部会）  

第 ６ 条  本 部 に 、 本 部 が 指 定 す る 事 務 に 分 野 別 部 会 （ 以 下 「 部 会 」 と い

う。）の部会長及び部会員が従事するため、次に掲げる部会を置く。  

 (1) 健康・福祉部会  

 (2) 子ども・教育部会  

 (3) 平和・文化・市民生活部会  

 (4) 緑・環境部会  

 (5) 都市基盤部会  

 (6) 行財政部会  

２  部会は、別表第２に掲げる職にある者で構成し、各部会に部会長１人を

置く。  

資料５  



（設置期間）  

第７条  本部の設置期間は、令和６年４月２日から第二次調整計画の策定の

日までとする。  

（事務局）  

第８条  本部の事務局は、総合政策部企画調整課に置く。  

（その他）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、市長が別

に定める。  

   付  則  

１  この要綱は、令和６年４月２日から施行する。  

２  この要綱は、第二次調整計画の策定の日限り、その効力を失う。  

別表第１（第３条関係）  

市長  

副市長  

教育長  

総合政策部長  

総合政策部行政経営担当部長  

総務部長  

財務部長  

財務部税務担当部長  

市民部長  

市民部市民活動担当部長  

市民部交流事業担当部長  

防災安全部長  

環境部長  

健康福祉部長  

健康福祉部保健医療担当部長  

健康福祉部母子保健担当部長  

子ども家庭部長  

都市整備部長  

都市整備部まちづくり調整担当部長  

会計管理者  

水道部長  

教育部長  

別表第２（第６条関係）  



部会  部会長  部会員  

健 康 ・

福 祉 部

会  

健康福祉部長  健康福祉部保健医療担当部長  

健康福祉部母子保健担当部長  

健康福祉部地域支援課長  

健康福祉部地域支援課低所得者支援等給付金

担当課長  

健康福祉部生活福祉課長  

健康福祉部高齢者支援課長  

健康福祉部高齢者支援課相談支援担当課長  

健康福祉部障害者福祉課長  

健康福祉部健康課長  

健康福祉部健康課地域保健調整担当課長  

健康福祉部健康課保健センター増築・複合施

設整備担当課長  

健康福祉部保険年金課長  

子 ど も

・ 教 育

部会  

子 ど も 家 庭 部

長  

教育部長  

子ども家庭部子ども子育て支援課長  

子ども家庭部子ども子育て支援課子ども家庭

支援センター担当課長  

子ども家庭部子ども育成課長  

子ども家庭部子ども育成課保育施策調整担当

課長  

子ども家庭部児童青少年課長  

教育部教育企画課長  

教育部教育企画課学校施設担当課長  

教 育 部 教 育 企 画 課 副 参 事 （ 学 校 施 設 調 整 担

当）  

教育部指導課長  

教育部統括指導主事  

教育部教育支援課長  

教育部教育支援課教育相談支援担当課長  

平 和 ・

文 化 ・

市 民 生

活 部 会  

市民部長  市民部市民活動担当部長  

市民部交流事業担当部長  

防災安全部長  

市民部産業振興課長  

市民部産業振興課経済対策調整担当課長  

市民部市民活動推進課長  



市民部市民活動推進課市民相談担当課長  

市民部市民活動推進課男女平等推進担当課長  

市民部多文化共生・交流課長  

市民部市民課長  

市民部市政センター所長  

防災安全部安全対策課長  

防災安全部防災課長  

教育部生涯学習スポーツ課長  

教育部生涯学習スポーツ課スポーツ推進担当

課長  

教育部生涯学習スポーツ課武蔵野ふるさと歴

史館担当課長  

教育部図書館長  

緑 ・ 環

境 部 会  

環境部長  環境部参事  

環境部環境政策課長  

環境部環境政策課環境啓発施設担当課長  

環境部ごみ総合対策課長  

環境部ごみ総合対策課クリーンセンター担当

課長  

環境部下水道課長  

環境部下水道課下水道ストックマネジメント

事業調整担当課長  

環境部緑のまち推進課長  

都 市 基

盤 部 会  

都市整備部長  水道部長  

都市整備部まちづくり調整担当部長  

都市整備部まちづくり推進課長  

都市整備部まちづくり推進課事業調整担当課

長  

都市整備部吉祥寺まちづくり事務所長  

都市整備部交通企画課長  

都市整備部交通企画課道路整備計画担当課長  

都市整備部道路管理課長  

都市整備部住宅対策課長  

都市整備部建築指導課長  

都市整備部建築指導課建築確認担当課長  

都市整備部用地課長  

水道部参事（都営水道一元化推進担当）  



水道部総務課長  

水道部工務課長  

水道部工務課副参事（都営水道一元化推進・

施設担当）  

行 財 政

部会  

総合政策部長  総合政策部行政経営担当部長  

総務部長  

財務部長  

財務部税務担当部長  

会計管理者  

総合政策部企画調整課長  

総合政策部企画調整課行政経営・自治推進担

当課長  

総合政策部資産活用課長  

総合政策部資産活用課都市機能再構築担当課

長  

総合政策部秘書広報課長  

総合政策部秘書広報課広報担当課長  

総務部総務課長  

総務部総務課副参事  

総務部総務課副参事（内部統制担当）  

総務部総務課検査担当課長  

総務部自治法務課長  

総務部人事課長  

総務部人事課人材育成・安全衛生担当課長  

総務部人事課副参事（労務担当）  

総務部情報政策課長  

財務部財政課長  

財務部管財課長  

財務部施設課長  

財務部施設課施設調整担当課長  

財務部市民税課長  

財務部資産税課長  

財務部納税課長  

選挙管理委員会事務局長  

監査委員事務局長  

 


